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◆ 憲法9条改憲反対の共同を

憲法闘争の発展をめざす第7回全国交流集会に130人
憲法闘争の発展をめざす第7回全国交流集会は、６月２１日（土）都内でひらかれ、18中央団体、３３都道府県から１２9人が参加、これまでのたたかいの到達点を確信に、①憲法を職場と地域からまもり生かすたたかい、②過半数署名の推進、③地域共同センターの確立と運動強化、④海外派兵恒久法を許さないたたかいを意思統一しました。

■民主党を抱き込んでの恒久法は危険
　主催者を代表して自由法曹団松井繁明団長があいさつ。「名古屋高裁判決に確信を持ちましょう。改憲派は派兵恒久法に意欲を固めている。自公案は、①掃討作戦も可能②武器使用も拡大というもの。民主党案もこの２項を含んでいてたいへん危険。与党は民主党を抱き込んで恒久法を作ろうとしている。民主党案は継続審議となり、臨時国会が正念場となる」とのべ、自由法曹団が作成した「恒久法」ポケットリーフの普及を呼び掛けました。

■国会は劇的変化している　　改憲派の巻き返しを許さないたたかいを
　国会報告を日本共産党の笠井亮衆議院議員が行ないました。笠井氏は、「昨年夏の参院選挙の後、劇的な変化が国会に起きている。国会にはこの1年間で258万筆の憲法署名が提出され、04年以来1061万筆を超えたことを報告。国民の運動が世論を変え改憲勢力を追い詰めていると強調。その一方で、自民、公明、民主の353人の議員が装い新たに議員同盟を発足させて改憲の土壌づくりの動きを強めているし、自公がプロジェクトを設置して「究極の解釈改憲」をめざし、恒久法制定にむけた中間報告を発表するなど、巻き返しに必死であることを指摘、8月下旬にも召集される臨時国会前の、今この時期のたたかいに全力をあげようと訴えました。
■名古屋高裁判決を力に恒久法をやめさせよう　
　名古屋高裁で自衛隊のイラク派兵違憲判決訴訟の弁護団事務局長の川口創弁護士が「イラク派兵違憲判決と恒久派兵法」と題して特別講演。違憲判決の真髄は、①イラクでの給油活動は憲法9条1項違反の武力行使(戦争)であると認定したこと、②平和的生存権を具体的な権利として初めて認めたことだと指摘。「政府や外相は『傍論』と言っているが、これはまともな反論ができない負け惜しみだ。原告が提出した陳述書が裁判官を動かしたし、判決の神髄は、事実に則っていることだ。この素晴らしい判決をもとに9条を実質的な骨抜きにする派兵恒久法をやめさせようと、訴えました。
■２０１０年の改憲案の発議をさせないたたかいを
　全労連の今井文夫氏は、「私たちの運動が世論の変化をつくり出してきたことに確信を持ち、２０１０年の改憲案の発議をさせないたたかいを進めよう」と前置きし、全構成員の力を最大限発揮させるための学習運動、過半数署名の推進、「９の日」宣伝の拡大強化、地域共同センターの確立と体制強化などについて基調報告を行いました。

■住民過半数署名　4年２ケ月をかけて達成

　特別発言に立った北海道深川市の北名氏は、住民過半数署名の達成に至る取り組みを紹介。「寒く雪の深い冬はやめよう」との声も出たが、新婦人が冬も月２回の街頭署名を取り組み、他の団体もそれに励まされて署名運動を進め、４月２６日、４年２ケ月をかけて目標を達成した」と報告。埼玉共同センターの渡辺氏は、「『９の日宣伝』を県下全駅に広げる努力の中で参加者も増え署名数も伸びている。この取り組みを通じて地域共同センターが全県下に確立された」と報告。

　各地の取り組みでは、福島、奈良、北海道、愛知、兵庫、東京江東区、大阪堺、東京土建、新婦人東京、埼商連、群馬利根、群馬民医連、自治労連、新婦人本部、自由法曹団、日本平和委員会の発言がありました。
■9条、25条と結んだ運動の広がりを
まとめに立った柴田真佐子全労連副議長は、「『９の日宣伝』を重視して取り組む。過半数署名は上からのイメージではなく、自分たちの地域で具体的につくっていくことが重要。憲法９条、２５条を生かし、輝かすために職場と地域からそれぞれの課題とむすびつけた運動が大事。派兵恒久法を国会に提出させない運動をつくってゆきましょう」とむすびました。

◆ 愛知豊橋　雨の中のローラ作戦
今年５月１０日に発足した「豊橋共同センター」は、発足総会で提案したとおり、地域での憲法署名、いわゆる地域ローラー作戦を行いました。当日６月２２日(日)はあいにくの雨でしたが、東三河労連、豊橋市職労、豊橋民商、新婦人豊橋支部、すこやか九条の会、豊橋原水協、日本共産党東三河地区委員会など、２５人もの人が参加しました。

事前の６月１５日に「署名のお願い」と「署名用紙」を各家庭に配布し、２２日に回収するという方法。およそ４００戸に事前配布し、宣伝カーによる音の宣伝をしながら、１１９筆の署名を集めることができたのです。

参加者からは次のような感想が寄せられています(『守ろう憲法豊橋共同センターニュース』№08－01号より)。

・署名を訴えると「あぁっ、あれねっ」と書いていた署名を渡してくれる人も見えたけど、「事前の署名用紙を見ていない」という人も多かった。

・すでに書いて、待っていた人もいました。事前に渡すときに話ができているとスムーズにいくような気がします。

・あるおばあさんは、「青春時代は、まさに戦争のまっただ中で戦争一色だった。戦争はもうこりごり。憲法９条は大事」といって署名してくれた。

・２人一組で４０戸ほど回ったけど、１５，６人に会えました。宣伝カーの音を聞いて外で待っていた人もいた。反応はほかの地域でやったときより、よかったと思います。

■岡崎・幸田　“憲法９条　世界の宝”　横断幕が映える
２００７年４月１９日に発足した憲法改悪反対署名推進岡崎・幸田共同センターは、岡崎額田地域センターが、憲法改悪反対愛知共同センターとの連絡役に座り、毎月の代表者会議を開いています。これまでにも、「９の日行動」としてユーストア洞店横、名鉄東岡崎北口、ユーストア矢作店横での宣伝とともに、地域ロ―ラー作戦としてフィール大和店周辺、欠町カーマホームセンタ周辺の家々を戸別訪問して訴えてきました。

６月１９日（この日も「９の日」です）、名鉄東岡崎駅北口に１３人が集まって、全労連作成の横断幕「憲法９条　世界の宝」を張り、「憲法９条を守ろう」「海外派兵恒久法反対」とハンドマイクで訴えました。

日本民主青年同盟の池田西三河地区委員長が、若者を相手に声を掛けます。青年も話しかけてきたのが若者であることから対話に応じます。

岡崎・幸田共同センターのメンバーである日本共産党からは３人の岡崎市会議員が全員参加し、岡崎革新懇、消費税をなくす会、新日本婦人の会などからも参加。岡崎・額田地域センター事務局長も仕事を終えてから駆けつけました。

◆ 兵庫西宮　町内有権者２０％を超える！
　　西宮市の東南部地域で活動している新日本婦人の会ＭＵ班は、新婦人西宮支部が提起している「班は憲法署名を地域の女性有権者比１０％を目標に集めましょう」の呼びかけに応え、前進を続けてきました。そしてこの目標の２倍、１２００筆を突破させました。
　どのようにして集めたのか！「班の９条係り」Ｋさんのお話より。
　「原則として毎月第一日曜日の１６～１７時の一時間、団地内コープ前で『憲法改悪反対署名』の行動をしています。２００４年１２月から２００８年６月まで４１回実施しました。毎回の参加者は３人から７人です。署名用紙、ペン、しおり、マイク、のぼり３本など皆が分担して持ってきます。時には女性の市会議員さんが応援でしゃべって下さいます。とにかく継続が大事だとどんな天候の時でも続けています。さらに、新婦人西宮支部が呼びかける阪神甲子園、阪急西宮北口等々の憲法宣伝にも積極的に参加しています。」
 （西芦、平和・民主の会№９４号ニュースより）
◆　ながさき　シール投票で9条変えない88％
憲法改悪阻止県共同センターは１３日、長崎市内で「憲法９条を考えよう」とシール
投票を呼びかけ、「憲法９ 条を守り、いかす署名」を訴える街頭宣伝を行いました。
夕刻の浜の町アーケードは人通りも多く、憲法９条を「変える」「変えない」・・「あなたはどちらを選びますか」のシール投票の呼びかけに、学校帰りの高校生や買物中の家族連れ、仕事帰りのサラリーマンらが次々に投票。赤や青、緑のシールを手に、投票ボー
ドの前でじっと考える男性、「憲法9 条だよ」と近寄る女子高生、「うーん、やっぱりこっち」といいながら投票する青年など、音楽も入ったにぎやかな宣伝となりました。真っ先に「変える」に投票して様子をうかがっていた３０ 歳代の男性。「攻められたらどうするんですか」と話していましたが、チラシを読み、「攻められないような国をつくろうというのが９ 条では？」などと対話するなかで、「分からなくなった」といって、自分で「わからない」に変更していました。
この日の行動には２０数人が参加。投票結果は「変えない」が２３１ 票（88％）、「変える」が４ 票（２％）、「わからない」が２６ 票（10％）でした。「憲法署名」は７６筆が寄せられ、チラシ７００ 枚を配りました。
　短信･ホットライン　　
■ いま評判　憲法リーフの活用のすすめ
　憲法改悪反対共同センター作成の憲法リーフは、今年春の改定で３回目となりましたが、有料にもかかわらず、これまで約４６０万枚が活用されています。活用方法は、学習会や小集会、「９の日」宣伝や署名活動、全戸配布やローラ作戦まで多彩です。

　２６日の夕方、突然事務所を訪れてきた女性が、「さまざまな宣伝物を見てきたが、これが一番わかりやすく書かれており、気軽に誰にでも薦められます」と太鼓判。「単価は１部３円で原価です」と言うと、「そんなに安くて良いんですか」と１００部買い求め、使い道を聞くと「実家のある長野で集まりがあるのでそれに持っていく」と。
　リーフの内容は、「自民党の改憲案とそれへの批判」「いまこそ、くらしのなかに憲法を」「海外派兵恒久法とは？」「憲法Ｑ＆Ａ」「憲法って何だろう？」「日本の憲法、わたしはこう考えます・メッセージ」など。どこから読んでも、どんな場でも、読んで語り合えば、みんなピースチャレンジャーになります。
　●Ａ３版４つ折り・４色/１部３円。送料は別途負担していただきます。

　●申込みは最低５００部以上でお願いします。申込後、２～３日でお届けします。
　●注文は、〒番号・住所・氏名・電話番号を明記し、ＦＡＸしてください。

(０３-５８４２－５６２０)
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